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規 則

〇北海道議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改
正する規則 （人事課）…………………………………………………………………………

告 示

〇特定調達契約に係る落札者等の公示（３件） （情報政策課）……………………………
〇特定調達契約に係る入札の公告 （道立病院管理局）………………………………………
〇農地保有合理化事業の実施に関する規程の変更承認 （農業経営課）……………………
〇土地改良区の役員の退任の届出 （農業支援課）……………………………………………
〇土地改良区の定款の変更の認可 （農業支援課）……………………………………………
〇土地改良事業の工事の完了の届出 （農業施設管理課）……………………………………
〇知事権限に係る保安林の指定の解除の予定 （治山課）……………………………………
〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定の解除の予定 （治山課）…………………………
〇河川区域の廃止等により生じた廃川敷地等（２件） （河川課）…………………………
〇都市計画事業の認可 （都市環境課）…………………………………………………………

道監査委員訓令

〇職員賞罰及び損害賠償審査委員会規程の一部を改正する訓令……………………………
〇北海道監査委員事務局文書管理規程の一部を改正する訓令………………………………

道監査委員告示

〇北海道監査委員事務局の組織及び運営に関する規程等の一部を改正する規程…………

規 則

北海道議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正す
る規則をここに公布する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改
正する規則

北海道議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和 年北海
道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第 条第１項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第 号までを１号ずつ繰

り上げる。
附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条
例施行規則第 条第１項の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉
事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例
による。

告 示

北海道告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
電子調達サービス利用契約 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年３月 日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 株式会社
住 所 札幌市中央区北１条西６丁目１番２号

４ 随意契約に係る契約金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
号）第 条第１項第１号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道企画振興部科学 振興局情報政策課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目
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北海道告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
北海道電子自治体共同システム運用保守業務 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年３月 日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 株式会社
住 所 札幌市中央区北１条西６丁目１番２号

４ 随意契約に係る契約金額
円（うち北海道契約額 円）

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
号）第 条第１項第１号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道企画振興部科学 振興局情報政策課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
道庁行政情報ネットワークの再構築に係る支援業務 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年４月 日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道
住 所 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

４ 随意契約に係る契約金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
号）第 条第１項第２号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道企画振興部科学 振興局情報政策課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量 三次元動作解析装置 一式
調達をする物品の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年８月 日
納 入 場 所 札幌市手稲区金山１条１丁目 番６

北海道子ども総合医療・療育センター
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年５月 日から６月５日まで
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イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ればならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区北３条西６丁目
北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所

北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課
５ 入札執行の場所及び日時

入 札 場 所 札幌市手稲区金山１条１丁目 番６ 北海道子ども総合医
療・療育センター１階 企画総務課（送付による場合は、郵便
番号 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道保健福
祉部福祉局障害者保健福祉課）

入 札 日 時 平成 年６月 日 午前９時 分（送付による場合は、平成
年６月 日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、契約に関する事務
を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
有効な入札をした者のうち、入札金額が北海道病院事業の財務に関する特例を定める規
則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定によりその例によることとされる
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定価
格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とす
る。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。

契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西６丁目

電話番号

．

．

．

北海道告示第 号

農業経営基盤強化促進法（昭和 年法律第 号）第８条第１項の規程により、峰延農業協
同組合から申請のあった農地保有合理化事業の実施に関する規程の変更を次のとおり承認し
た。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 農地保有合理化法人の名称 峰延農業協同組合
２ 変 更 の 内 容 市町村合併に伴う事業実施区域等の修正
３ 承 認 年 月 日 平成 年４月 日

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、伊達土地改良区から、
次のとおり役員の退任の届出があった。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成 理 事 舟 迫 一 伊達市長和町 番地

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
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平成 年５月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

認可年月日 土地改良区名
平成 江差土地改良区
同 下川土地改良区

平成 年５月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 別市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び 別市役所に備

え置いて縦覧に供する。）北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のとおり土地改
良事業の工事の完了の届出があった。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
事業主体名 地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
大 樹 町 坂 下 基盤整備促進［基盤整備］（農業用用排水） 平成
同 第２中島西 同 （農道） 同
広 尾 町 紋 別 中 央 同 同
上 士 幌 町 八 千 代 災害復旧（農業用施設） 同
同 清 進 同 同
同 酪 進 同 同
同 清 水 谷 同 同

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 小 市朝里川温泉１丁目 の１（次の図に示す部分

に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道後志支庁産業振興部林務課及び小 市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

北海道告示第 号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和 年政令第 号）第
条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 一級河川石狩川水系パンケチュウベシナイ川
２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成 年５月 日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 左岸 石狩郡当別町幸町 番 地先から同 番５地先

まで
右岸 石狩郡当別町末広 番５地先から同町弥生

番３地先まで
４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地

北海道告示第 号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和 年政令第 号）第
条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 二級河川新川水系中の川
２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成 年５月 日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 札幌市手稲区西宮の沢１条５丁目 番 地先及び同

番 地先から同 番１地先まで
４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地

北海道告示第 号
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都市計画法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業を認可した。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施 行 者 の 名 称 北見市
２ 都市計画事業の種類及び名称 北見都市計画道路事業（３・４・ 号三輪通）
３ 事 業 施 行 期 間 平成 年５月 日から平成 年３月 日まで
４ 事 業 地
収 用 の 部 分 北見市西三輪２丁目及び西三輪３丁目地内

道 監 査 委 員 訓 令

北海道監査委員訓令第１号

職員賞罰及び損害賠償審査委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年５月 日

北海道監査委員職務執行者 橋 由紀雄
北海道監査委員職務執行者 加 藤 唯 勝
北 海 道 監 査 委 員 宮 間 利 一
北 海 道 監 査 委 員 見 野 全

職員賞罰及び損害賠償審査委員会規程の一部を改正する訓令
職員賞罰及び損害賠償審査委員会規程（昭和 年北海道監査委員訓令第１号）の一部を次
のように改正する。
第７条中「総務課」を「総括監査課」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年６月１日から施行する。

北海道監査委員訓令第２号

北海道監査委員事務局文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年５月 日

北海道監査委員職務執行者 橋 由紀雄
北海道監査委員職務執行者 加 藤 唯 勝
北 海 道 監 査 委 員 宮 間 利 一
北 海 道 監 査 委 員 見 野 全

北海道監査委員事務局文書管理規程の一部を改正する訓令
北海道監査委員事務局文書管理規程（昭和 年北海道監査委員告示第２号）の一部を次の

ように改正する。
第４条第１項中「総務課」を「総括監査課」に改め、同条第３項中「総務課主査」を
「総括監査課主査」に、「総務課長」を「総括監査課長」に改め、同条第４項中「総務課
長」を「総括監査課長」に改める。
第７条中「総務課」を「総括監査課」に改める。
第 条第１項及び第 条中「総務課長」を「総括監査課長」に改める。
第 条中「総務課」を「総括監査課」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年６月１日から施行する。

道 監 査 委 員 告 示

北海道監査委員告示第２号

北海道監査委員事務局の組織及び運営に関する規程等の一部を改正する規程を次のように
定める。
平成 年５月 日

北海道監査委員職務執行者 橋 由紀雄
北海道監査委員職務執行者 加 藤 唯 勝
北 海 道 監 査 委 員 宮 間 利 一
北 海 道 監 査 委 員 見 野 全

北海道監査委員事務局の組織及び運営に関する規程等の一部を改正する規程
（北海道監査委員事務局の組織及び運営に関する規程の一部改正）
第１条 北海道監査委員事務局の組織及び運営に関する規程（平成８年北海道監査委員告示
第１号）の一部を次のように改正する。
第２条を次のように改める。
（組織）
第２条 事務局に定期監査室を置く。
２ 定期監査室に監査第一課、監査第二課、監査第三課及び監査第四課を置く。
３ 前項のほか、事務局に総括監査課及び技術監査課を置く。
第２条の次に次の１条を加える。
（グループ）
第２条の２ 課の事務を効率的に処理するため、グループを置くことができる。
第３条を次のように改める。
（室及び課の分掌事務）
第３条 定期監査室の分掌事務は、次のとおりとする。
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一般会計及び特別会計（公営企業会計に係るものを除く。以下「一般会計等」とい
う。）に係る監査、検査及び審査（以下「監査等」という。）に関すること。
一般会計等に係る監査等の結果報告及び公表に関すること。

２ 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総括監査課

監査委員に関すること。
事務局内の庶務及び財務に関すること。
諸規程の制定及び法令の解釈に関すること。
道議会との連絡調整に関すること。
公営企業会計に係る定期若しくは随時に行う財務監査、行政監査又は決算審査に
関すること。
公営企業会計に係る監査等の結果報告及び公表に関すること。
公営企業会計に係る例月出納検査に関すること。
公営企業会計に係る指定金融機関の監査に関すること。
公営企業会計に係る基金運用状況審査に関すること。
財政的援助団体等の監査に関すること。
住民の直接請求に基づく監査に関すること。
議会の請求に基づく監査に関すること。
知事の要求に基づく監査に関すること。
住民監査請求に基づく監査に関すること。
出納職員等の賠償責任に関する監査に関すること。
代表監査委員が北海道を代表して提起する訴訟に関すること。
住民からの苦情相談に関すること。
他課の主管に属しないこと。

監査第一課
一般会計等に係る監査等の総括に関すること。
一般会計等に係る監査等の結果報告及び公表の総括に関すること。
監査委員が別に定める部等（以下「担当部等」という。）の定期若しくは随時に
行う財務監査、行政監査又は決算審査に関すること。

監査第二課
行政監査の総括に関すること。
担当部等の定期若しくは随時に行う財務監査、行政監査又は決算審査に関するこ
と。

監査第三課
一般会計等に係る決算審査の総括に関すること。

一般会計等に係る例月出納検査に関すること。
一般会計等に係る指定金融機関の監査に関すること。
一般会計等に係る基金運用状況審査に関すること。
担当部等の定期若しくは随時に行う財務監査、行政監査又は決算審査に関するこ
と。

監査第四課
一般会計等に係る随時監査の総括に関すること。
担当部等の定期若しくは随時に行う財務監査、行政監査又は決算審査に関するこ
と。

技術監査課
技術及びこれに関連する事項についての監査等に関すること。
第３条の２の次に次の１条を加える。
（グループの分掌事務）
第３条の３ グループの分掌事務は、課長が定める。
２ 課長は、グループの分掌事務を定め、又はこれを変更したときは、速やかにその内容
を事務局長に報告しなければならない。
第４条中「総務課」を「総括監査課」に改める。
（北海道監査委員公印規程の一部改正）
第２条 北海道監査委員公印規程（平成２年北海道監査委員告示第１号）の一部を次のよう
に改正する。
第４条及び第５条中「総務課長」を「総括監査課長」に改める。
（北海道情報公開条例の施行に関する北海道監査委員規程の一部改正）
第３条 北海道情報公開条例の施行に関する北海道監査委員規程（平成 年北海道監査委員
告示第１号）の一部を次のように改正する。
第２条中「監査委員事務局総務課」を「監査委員事務局総括監査課」に改める。
（北海道監査委員が保有する個人情報の保護に関する規程の一部改正）
第４条 北海道監査委員が保有する個人情報の保護に関する規程（平成６年北海道監査委員
告示第２号）の一部を次のように改正する。
第２条第３項中「監査委員事務局総務課」を「監査委員事務局総括監査課」に改める。
附 則

この規程は、平成 年６月１日から施行する。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


